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実 践 報 告

1．はじめに

　2019 年度，東京都北区には公立幼稚園が 4園，
こども園が 1 園ある。各園では，2011 年度より
特別支援園内研修が導入され，臨床心理士が講師
を担当している。第一筆者は 2011 年度よりＡ幼
稚園（以下，Ａ園）の特別支援園内研修を担当し
ている。第二筆者は，かつて，私立幼稚園および
国立大学附属幼稚園で保育者をしており，現在
は，大学教員として保育者養成に従事している。
また，第一筆者が本研究を進める上でのアドバイ
ザーでもある。
　北区の園児募集要項には，特別支援対象児につ
いて「わずかな手助け（日常生活上部分的な介助）
があれば，集団の中で他の幼児といっしょに生活
することができる障害のある幼児を対象として，各
クラス2名まで募集しています」と記されている。
　A園は 4 歳児クラスと 5 歳児クラスの 2 学年
で構成されている。例年，各クラスには特別支援
対象児が 3 名前後，在籍している。2019 年度の
保育者の構成は，Table	1 の通りであり，園長，
副園長，担任 2名，特別支援対象児補助員 3名，

未就園児担当教員 1 名であった。現在の園長は
2017 年度，副園長は 2019 年度に着任した。特別
支援対象児補助員（以下，支援員）とは，特別支
援対象児が在籍するクラスに配属される保育者で
ある。支援員の主たる職務は，特別支援対象児へ
の個別対応と保育補助であり，勤務時間は 8 時
30 分から 14 時 30 分までである。
　特別支援園内研修の目的は，①特別支援対象
児，および，集団の中で気になる様子や行動が見
られる園児を中心に行動観察をおこない，情報を
収集する，②その情報を基に，園内討議（コンサ
ルテーション）を開く，③保護者からの希望に応
じて，個別面談をおこなう（担任と保護者の面談
場面に同席する場合もある），④未就園児の会に
参加する親子の行動観察と個別相談に応じる，こ
とである。
　特別支援園内研修は年に 5回行われる。実施時
期は 1学期の 4月中旬と 6月下旬，2学期の 9月
中旬と 11 月下旬，3学期の 2月下旬である。4月
中旬と 9月中旬の 2回は，新学期が始まり，子ど
もたちが生活に徐々に慣れはじめた頃である。こ
の時点における子どもの様子を観察し，生活上の
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Table 1　2019 年度の保育者構成

担任教員 特別支援対象児補助員 未就園児の会担当 副園長

4歳児クラス 新卒 3年目 2名。新卒 3年目と保育歴 10 年以上
それぞれ保育歴 20 年以上

5歳児クラス 新卒 6年目 保育歴 10 年以上

＊すべて女性である
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課題，仲間関係の課題を把握し，その学期の長期
的な保育目標を設定する。学級づくりに関して
も，その学期内の目標を設定する。
　6 月下旬と 11 月下旬の 2 回は，学期の半ばを
過ぎた時点における，子どもの様子を観察し，再
度，アセスメントし，学期のはじめに立てた保育
目標がどの程度達成されているかを確認する。そ
の結果を踏まえて，保育目標を修正することもあ
る。
　2月下旬の最終回では，1年間を振り返り，個
別と学級のそれぞれの保育目標の達成度について
検証する。また，この回は，次年度入園予定の親
子が準備登園する日でもあり，第一筆者が特別支
援対象の親子を中心に行動観察を行い，一人遊び
の様子，読み聞かせなど一斉活動時の様子，親子
関係などを観察し，情報収集する。その情報を元
に，園内討議を行い，次年度の保育準備に生かし
ている。
　特別支援園内研修当日の第一筆者の活動は，
Table	2 の通りである。活動の中心は，園児の遊
びや活動の様子，教師や仲間との関わり方を観察
することである。そこで，情報を収集し，アセス
メントを行う。子どもの降園後に開かれる園内討
議には，保育者全員が参加する。園内討議では，
特別支援対象児一人ひとりについて，保育者が
持っている情報と，第一筆者が観察から得た情報
を統合，整理し，共有する。また，第一筆者が保
護者との面談を通じて得た保護者の様子や子ども
の家庭での生活状況などについても，園全体で共

有する。こうした話し合いによって，子どもの新
たな一面が明らかになるなど子ども理解が深ま
る。また，前回の特別支援園内研修と比較して，
子どもの成長点と課題を確認し，今後の保育に生
かすことができる。
　筆者らは，年度毎に特別支援園内研修の活動を
ふり返り，テーマを設定し紀要論文として報告し
ている。自らの活動を振り返り，成果と課題を明
確にすることは，次年度の活動の充実につながる
と感じている。本論文は第 9報であり，昨年度に
引き続き，A園における初任および若手保育者
の育成がテーマである。

2．問題と目的

　水野（2010）は教員採用数が減少し始めた
1992 年あたりから，その数が最低となった 2000
年あたりまでは，教員採用数がそもそも少なかっ
た。それゆえに，現在の職員室では，40 歳前後
～50 歳で，20 年以上の教職歴を持つ教員が少な
く，職員室の教員の年齢構成のいびつさがある。
学校現場では，指導者層であるべき 30 代後半か
ら 40 代の経験豊かな中堅の教員が少なく，学校
内では，大半を占める経験の浅い若手教員達を
日々の教育活動を通して具体的に教え導いていく
教師層が極めて希薄になっている現状がある，と
指摘している。文部科学省が 3年ごとに実施して
いる学校教員統計調査の最新版である，平成 28
年度（確定値）の結果（文部科学省，2018 a）に
よると，公立幼稚園教員の年齢構成は，3年前の

Table 2　特別支援園内研修当日の流れ

時　間 内　容

9：00 ～9：10 登園時の親子の様子を観察

9：10 ～9：30 副園長と打ち合わせをする

9：30 ～11：30
遊び，製作活動，行事の練習場面などの観察
保育者から幼児の日頃の様子，気になる姿などを聴き取る
保護者との個別相談

11：30 ～13：00 昼食準備，昼食時の様子を観察する

13：00 ～14：00
子どもの読み聞かせ場面や帰り支度の様子を観察する
保護者との個別相談

14：00 ～14：30
降園時の親子の様子を観察
保護者と立ち話をして，家での子どもの様子などを聞く

14：30 ～16：00 園内討議（コンサルテーション）
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前回調査と比べて，50 歳以上の比率が低下し，
一方で，30 歳未満の比率は上昇していた。した
がって，水野（2010）が指摘した時点よりも，若
手教員がさらに増える一方で，彼女らを教え導く
立場の教員は減っている状況である。
　東京都特別区の幼稚園教諭の採用数は，平成
21 年度が 26 名，H26 年度が 46 名，H27 年度か
らはほぼ毎年 60 名を超えており，平成 31 年度は
69 名であり，特別区全体で初任者が増えている。
A園でも，ここ数年の間に，20 歳代の若手教員
が増えている。
　こうした状況の中，「教職生活の全体を通じた
教員の資質能力の総合的な向上方策について（答
申）」（中央教育審議会，2012）において，初任者
が実践的指導力やコミュニケーション力，チーム
で対応する力など教員としての基礎的な力を十分
に身に付けていない。また，近年の教員の大量退
職，大量採用の影響等により，教員の経験年数の
均衡が顕著に崩れ始め，かつてのように先輩教員
から若手教員への知識・技能の伝承をうまく図る
ことのできない状況があり，継続的な研修を充実
させていくための環境整備を図るなど，早急な対
策が必要であるといった課題が指摘された。その
後，文部科学大臣は 2014 年 7 月に「これからの
教育を担う教員に求められる指導力を，教員の専
門性の中に明確に位置付け，全ての教員がその指
導力を身に付けることができるようにするため，
教員の養成 ･ 採用・研修の接続を重視して見直
し，再構築するための方策について検討する必要
がある」という理由と共に「これからの学校教育
を担う教職員やチームとしての学校の在り方につ
いて」を中央教育審議会に諮問した。諮問を受け
た中央教育審議会（2015）は「これからの学校教
育を担う教員の資質能力の向上について～学び合
い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向け
て～（答申），以下H27 答申と略す」を提出した。
H27 答申では，「真の意味で『学び続ける教員像』
を具現化していくための教員政策を進めていく必
要がある」ことが強調されている。教員の資質能
力向上に向けて，①教員研修に関する改革の具体
的な方向性，②教員採用に関する改革の具体的な
方向性，③教員養成に関する改革の具体的な方向
性，④新たな教育課題に対応した教員研修・養
成，⑤教員の養成・採用・研修を通じた改革の具

体的な方向性，⑥教員免許制度に関する改革の具
体的な方向性，⑦教員の資質能力の高度化に関す
る改革の具体的な方向性の 7つが示された。
　H27 答申では，初任者研修の改革の方向性につ
いて，「近年，多くの都道府県においては，初任
者に過度な負担がかかっているという課題を踏ま
えつつ，若手教員の育成の強化を図るため，初任
者研修のみで若手教員の研修を終えるのではな
く，2年目研修や 3年目研修を実施するなど若手
教員のための研修を継続して実施しており，成果
をあげている。初任者に限らず，経験年数の浅い
教員に対する研修は，その後の教職生活への影響
も大きく，とりわけ重要であることから，国にお
いては，今後，都道府県等において，それぞれの
地域の状況等を踏まえた効果的な若手教員研修が
行えるよう，初任者研修の弾力的な運用を可能に
するよう現在の初任者研修の運用方針を見直すこ
とが必要である。」と示された。
　この話題に関する参考資料として，国および民
間機関による幼稚園現場における初任者および若
手の研修実施状況の調査結果と先行研究を概観す
る。
　文部科学省は，「教育公務員特例法及び地方教
育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正
する法律」（昭和 63 年法律第 70 号）により創設
された初任者研修の実施状況について，小学校，
中学校，高等学校，特別支援学校，幼稚園，幼保
連携型認定こども園を対象に，毎年調査を実施し
ている。その最新版である平成 29 年度初任者研
修実施状況調査結果について（文部科学省，
2019 a）によると，幼稚園における園内研修の年
間実施日数は 9.7 日，園外日数は 9.3 日であった。
参考として，小学校では，初任者 1人にかける 1
週間当たりの校内研修の指導時間が 7.9 時間であ
り，校外研修の年間指導日数は 18.8 日であった。
　文部科学省は，教職経験者研修実施状況の調査
も毎年行っている。この調査は，小学校，中学校，
義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支
援学校，幼稚園，幼保連携型認定こども園を対象
に，教職 2年目以降の教員を対象とした研修の実
施状況を明らかにする目的である。この調査の最
新版は教職経験者研修・職階研修その他の研修等
実施状況（平成 29 年度）調査結果（文部科学省，
2019 b）であるが，幼稚園は対象外であった。し
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たがって，幼稚園が調査対象，かつ，最新版は，
教職経験者研修実施状況（平成 28 年度）調査結
果（文部科学省，2018 b）である。この調査結果
によると，教職経験2年目研修の実施平均日数は，
小学校，中学校ともに 10.6 日，義務教育学校
13.9 日，高等学校 11.6 日，中等教育学校 24.1 日，
特別支援学校 11.8 日，幼稚園 7.1 日，幼保連携型
認定こども園 3.4 日であった。教職経験 3年目研
修の実施平均日数は，小学校，中学校ともに 7.8
日，義務教育学校 14.7 日，高等学校 8.5 日，中等
教育学校 15.9 日，特別支援学校 9.7 日，幼稚園 6.0
日，幼保連携型認定こども園 3.6 日であった。
　民間企業であるベネッセ教育総合研究所は，
2008 年，2012 年，2018 年の 3 回，幼児教育・保
育についての基本調査結果を公表している（ベ
ネッセ教育総合研究所，2008，2012，2018）。そ
の中に，国公立と私立幼稚園の園内研修および園
外研修の実施頻度の調査結果がある。第 1回から
第 3回までの幼稚園の園内研修の実施頻度の推移
を見ると，国公立幼稚園では，週に 1回」または
「月に 1，2回」実施しているのは，第 1回では約
70％，第 2回では約 65％，第 3回では 66％であっ
た。私立幼稚園では第 1回では約 40％，第 2回で
は約 26％，第 3回では約 24％であった。国公立
の方が私立の幼稚園よりも，園内研修の頻度が多
いといえる。また，国公立幼稚園は 3回の調査を
いずれも 65％以上を維持しているのに対して，私
立幼稚園では回を追う毎に数値が低下している。
　大学の研究者もまた，公立幼稚園の初任者研修
の状況を調査し，その現状と課題を指摘してい
る。深谷・朴（2018）は，公立の幼稚園教諭と小
学校教諭の初任者研修の実施状況の比較調査を
行った。調査は，都道府県教育センターがWeb
ページで公表している資料を用いて，主に研修日
数と研修場所に着目して行った。その結果，園
外・園内研修ともに小学校での校外・校内研修に
比べて大幅に少ない日数であることが明らかに
なった。その理由の一つに，初任者研修関係法令
上の課題を挙げている。法令によると，公立学校
の教諭等に対して初任者研修を義務付けており，
初任者研修を実施する場合，各学校は非常勤講師
の派遣を求めることができるとされている。しか
し，非常勤講師の派遣に関して，幼稚園等におい
ては適用していないことになっており，幼稚園等

の初任者に対しては，初任者研修に関わる非常勤
講師の派遣なしで，研修を行う現状になってい
る，と述べている。
　中橋・橋本（2016）は，私立幼稚園に勤務する
研修担当者を対象にアンケート調査を行い，園内
研修の実施状況，内容，進行役などについて尋ね
た。研修担当者 143 名から得た結果から，自園で
の園内研修を行っていると回答したのは，143 園
中 120 園で 83.9％であった。行っていないと回答
したのは，18 園で 12.6％であった。また，園内
研修を行っていない理由として最も多く挙げられ
ていたのが，「研修時間の確保ができない」であっ
た。具体的には，「日々の保育の準備と話し合い
に忙殺され実行できずにいる」，「日々の保育計
画，準備を進める中，園内研修としての時間をと
りにくい」などであった。他の理由では，「園外
の研修に参加しているため」，「特に理由はなく，
今後，機会を見て行うと思う」と「新任が入った
年度に実施している」であった。
　このように，幼児教育現場における初任者およ
び若手の研修には多様な実施状況があるものの，
概して，私立よりも国公立の幼稚園の方が研修日
数は多く，小学校以上の学校種よりも幼稚園の研
修日数の方が少ないといえる。
　以上より，幼児教育現場では，初任者や若手教
員が増えている一方で，彼女らを指導することが
できる 40 歳代以上のベテラン教員の不足，かつ，
研修の機会も確保されているとはいえない状況の
なかで，先輩教員から若手教員への知識・技能の
伝承などの課題が生じているといえる。この課題
を補う方法として，初任者と若手教員のための研
修の見直しや継続的な研修が求められているので
ある。
　この課題に対して，筆者らは，2016 年度より，
「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合
的な向上方策について（答申）」（中央教育審議会，
2012）の中で提示された「学び続ける教員像」を
研究テーマと設定し，A園における初任者およ
び若手教員の育成のための研修についての研究を
行ってきた。2016 年度は，A園の初任者および
若手教員を対象に紙面インタビューを行い，「学
び続ける教員像」の中の「継続的な研修の推進」
と「初任者研修の改革」に注目し，特別支援園内
研修がこれらを推進する上で果たしている機能の
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解明に取り組んだ（藤枝・森田・新井，2017）。
その結果，特別支援園内研修にはTable	3 の機能
があることが明らかになった。
　2017 年度は，「学び続ける教員像」の中の「先
輩教員から若手教員への知識・技能の伝承をうま
く図ることのできない状況」という課題に注目し
た（藤枝・森田，2017）。先輩教員に相当する副
園長を対象に紙面インタビューおよび直接インタ
ビューを行い，初任者および若手教員の育成にど
のように取り組んでいるか，また，その成果と課
題の解明に取り組んだ。その結果，Table	4 に示
した特別支援連絡ノートの効果が明らかになっ
た。特別支援連絡ノートとは，副園長が初任者お

よび若手教員の養成を目的として開発したA4サ
イズのノートである。この特別支援連絡ノート
は，園で一冊なので，全ての保育者が書き，また，
読むことができる。
　2018 年度は，初任者および若手教員を対象に
紙面インタビューを行い，彼女らの視点から特別
支援連絡ノートの機能を解明することに取り組ん
だ（藤枝・森田，2019）。その結果，Table	5 の
機能があることが明らかになった。
　本研究の目的は，上記 3つの研究から得られた
成果を統合し，初任者および若手教員の育成を目
的とした特別支援園内研修および特別支援連絡
ノートが果たしている機能と課題を明らかにする

Table 3　特別支援園内研修が果たしている機能

①　継続的な研修の推進

②　初任者の継続的な研修への参加

③　子どもの情報の集約

④　保育・教育技法の獲得

⑤　保護者対応力の向上

⑥　先輩から後輩への知識・技能の伝承

⑦　子ども理解，観察，援助，記録の書き方などの共通理解

Table 4　副園長の視点からの特別支援連絡ノートの機能

①　日々の保育をふり返る

②　紙面上でのスーパービジョン

③　情報交換と共通理解の促進

④　チーム力の向上

⑤　保育者が自分の思いを言語化して発信する力の獲得

Table5　新任および若手教員の視点からの特別支援連絡ノートの機能

保育について（特別支援対象児を理解する，保育する上での役立ち）

①　自分の保育を振り返り，次の保育に生かせるようになった

②　保育者同士が気になったことについて話し合い，共有することができるようになった

③　保育者が自分自身の肯定的な変容に気づくようになった

④　保護者との関係づくりにおいても役立った

学級経営について（特別支援対象児を含む集団を保育する上での役立ち）

①　	自分の援助の仕方や立ち位置，学級の幼児と支援児にどのように関わり保育を進めていくかをシュミレー
ションするようになった

②　	特別支援対象児が育ち，努力していることを学級の話題にあげ，友達から認められる機会を少しずつ取り入
れられるようになった



埼玉学園大学心理臨床研究　第 6号（2019）

6

ことである。

3．方　法

　本研究の目的に迫るために，先行研究である藤
枝・森田・新井（2017），藤枝・森田（2017），藤
枝・森田（2019）から得られたTable	3，4，5 の
知見を統合，再検討し，A園の初任者および若
手教員の育成のための研修の成果と今後の課題を
明らかにする。

4．結　果

　第一筆者と第二筆者が協議し，Table	3，4，5
に含まれる全 18 項目を分類し，内容が近い項目

ごとにまとめた。その結果，Table	3 の項目①②
は初任者および若手教員の研修への参加について
の観点であることから，「継続的な研修への参加
機会の保証」という名称とした（Table	6）。
Table	3 の項目④，Table	4 の項目①⑤，Table	5
の項目①③⑤⑥は同一の観点としてまとめ，これ
ら 7項目を「保育者の成長」と命名した（Table	
7）。Table	3 の項目③⑦，Table	4 の項目③④，
Table	5 の項目②は同一の観点としてまとめ，こ
れら 5 項目を「チーム力の向上」と命名した
（Table	8）。Table	3 の項目⑤，Table	5 の項目④
は同一の観点としてまとめ，「保護者との関係構
築力の向上」と命名した（Table	9）。Table	3 の

Table 6　継続的な研修への参加機会の保証

①　継続的な研修の推進

②　初任者の継続的な研修への参加

Table 7　保育者の成長

①　保育・教育技法の獲得

②　日々の保育をふり返る

③　保育者が自分の思いを言語化して発信する力の獲得

④　自分の保育を振り返り，次の保育に生かせるようになった

⑤　保育者が自分自身の肯定的な変容に気づくようになった

⑥　	自分の援助の仕方や立ち位置，学級の幼児と支援児にどのように関わり保育を進めていくかをシュミレー
ションするようになった

⑦　	特別支援対象児が育ち，努力していることを学級の話題にあげ，友達から認められる機会を少しずつ取り入
れられるようになった

Table 8　チーム力の向上

①　子どもの情報の集約

②　子ども理解，観察，援助，記録の書き方などの共通理解

③　情報交換と共通理解の促進

④　チーム力の向上

⑤　保育者同士が気になったことについて話し合い，共有することができるようになった

Table 9　保護者との関係構築力の向上

①　保護者との関係づくりにおいても役立った

②　保護者対応力の向上
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項目⑥，Table	4 の項目②は同一の観点としてま
とめ，「知識・技能の伝承」と命名した（Table	
10）。
　ただし，Table	7 の「保育者の成長」には，
「日々の保育をふり返る」と「自分の保育を振り
返り，次の保育に生かせるようになった」，また，
Table	8 の「チーム力の向上」の「情報交換と共
通理解の促進」と「保育者同士が気になったこと
について話し合い，共有することができるように
なった」など内容が類似していると考えられる項
目があることから，この 2つの観点については，
項目内容を再検討した。その結果，「保育者の成
長」の観点は，「自分の保育を振り返り，次の保
育に生かせるようになった」，「保育観の広がり」，
「保育者が自分自身の肯定的な変容に気づくよう
になった」の 3項目（Table	11），「チーム力の向
上」の観点は「情報共有」「共通理解の促進」の
2項目（Table	12）となった。

⑴　継続的な研修への参加機会の保証について
　上述の通り，Table	3 の項目①②は「継続的な
研修への参加機会の保証」に関する項目と判断し
た。藤枝・森田・新井（2017）より，特別支援園
内研修が 2011 年度より毎年，年間 5回実施され
ており，初任者や若手教員を含む全教員が参加し
ていることから，研修に継続的に参加する機会と
なっていることが明らかになった。

⑵　研修の成果
　初任者および若手教員が研修に継続的に参加す
ることによって，どのような学びを得ているかを
明らかにするために，「保育者の成長」，「チーム
力の向上」，「保護者との関係構築力の向上」，「知
識・技能の伝承」の各観点に含まれている項目の
具体的内容を，藤枝・森田・新井（2017），藤枝・
森田（2017），藤枝・森田（2019）の結果から抜
粋して紹介する。

観点 1「保育者の成長」
①　自分の保育を振り返り，次の保育に生かせ
るようになった

　・短い言葉で話す，視覚教材を用いる，集中し
やすい環境作りなどが，特別支援対象児だけでな
く，他の子どもにとっても過ごしやすさにつなが
ることに気づいた。（藤枝・森田・新井，2017 よ
り）
　・自分の保育や個別支援を，特別支援連絡ノー
トに手書きで記述することが，自分がその場面で
幼児の姿をどのように理解していたのか，個別支
援や保育のねらいはどこにあったのかを振り返る
作業となっていた。（藤枝・森田，2017 より）
　・日々の保育の中で，特別支援連絡ノートを用
いることで，支援方法を立ち止まって考えること
ができる。副担任が記録した支援児の様子をもと
に，支援児の育ちや必要な手立てを自分なりに考
え，さらに管理職の教師と話し合うことで，支援

Table 10　知識・技能の伝承

①　先輩から後輩への知識・技能の伝承

②　紙面上でのスーパービジョン

Table 11　保育者の成長

①　自分の保育を振り返り，次の保育に生かせるようになった

②　保育観の広がり

③　保育者が自分自身の肯定的な変容に気づくようになった

Table 12　チーム力の向上

①　情報共有

②　共通理解の促進
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がより具体的になり，翌日からの保育にすぐに生
かすことができている。（藤枝・森田，2019 より）
　・支援児との関わりを特別支援連絡ノートに書
き留めることで，いつでもその場面を振り返るこ
とができ，「次はこうしてみよう。」と支援児の姿
を予測しながら，意図をもって援助ができるよう
になってきた。例えば，支援児が初めての活動に
参加する際は，安心して取り組めるよう，必ず前
もって知らせることを副担任と共有している。し
かし，援助が毎回うまくいくとは限らない。そん
な時，「自分の言葉掛けは適切であったか」や「視
覚教材は十分に用意されていたか」など，様々な
視点から振り返りをし，ノートにまとめること
で，次に活かすことができる。また，難しいと感
じた関わりを，自分だけでなく副担任と共に考え
ていく姿勢をもつことで，よりよい援助の方向性
を見付けることができると考えている。（藤枝・
森田，2019 より）
②　保育観の広がり
　・担任教員が生涯発達という視点から幼稚園の
2年間を捉え，幼児期の発達課題や発達の連続性
を意識して保育するようになった。（藤枝・森
田・新井，2017 より）
　・特別支援教育についての学びから学級を育て
るという学びへ視野が広がった。（藤枝・森田・
新井，2017 より）
　・特別支援連絡ノートを通して，支援児の育ち
を教師が実感できることにより，支援児の努力し
ていることや，育ってきていることを学級の話題
にあげ，友達からも認められる機会を少しずつ取
り入れられるようになってきた。（藤枝・森田，
2019 より）
　・自分の援助の仕方や立ち位置，学級の幼児と
支援児にどのように関わり保育を進めていくかを
シュミレーションする，という方法が身につい
た。（藤枝・森田，2019 より）
　・特別支援対象児の好きなこと，場所，面白い
ことを思いつくことを少しずつクラスに伝え，温
かい雰囲気の学級づくりを行っている。（藤枝・
森田，2019 より）
③　保育者が自分自身の肯定的な変容に気づく
ようになった

　・学びをふり返るための時間の余裕を見いだす
ことが難しかった。しかしながら，特別支援園内

研修を通じて，「できることを一つずつ行ってい
くことで，支援児にも変化が見られると共に，自
分自身の支援児に対する受け止め方を肯定的にと
らえられるようになるなど変化があった。」と，
子どもと共に成長している自分自身についてもふ
り返ることができるようになった。（藤枝・森
田・新井，2017 より）
　・自分自身の肯定的な変容に気づくようになっ
たことがある。たとえば，5歳児クラス担任は，
支援児に対しても，育ちが分かることで，肯定的
な言葉掛けが多くなっているように思う。また，
支援方法について自分たちが試行錯誤しながら支
援をしてきた経過も分かり，自分たちの変容も実
感することができると感じている。（藤枝・森田，
2019 より）

観点 2「チーム力の向上」
①　情報共有
　・特別支援連絡ノートが教員同士の情報交換と
共通理解ツールとしての機能を果たしている。
（藤枝・森田，2017 より）
　・各クラスを担当している 2名の教員間の意思
疎通と信頼関係を築くツールになっている。（藤
枝・森田，2017 より）
　・特別支援連絡ノートは，支援員，担任，副園
長先生で回覧している。回覧することによって，
支援児の姿や支援員の援助，支援児の課題や今後
の援助を共有し，共に支援児について考えること
ができる。さらに，ノートを回覧するのみではな
く，毎日の朝会の中で支援児について周知してお
きたいこと，その日の活動の中でどのような援助
を行うかを話すことで，担任と支援員の間のみで
はなく，職員全員で情報を共有し，全員の視点か
ら支援児の援助を考え，行うことができる。（藤
枝・森田，2019 より）
②　共通理解の促進
　・先輩教員と若手教員が共に学ぶことができ
る。（藤枝・森田・新井，2017 より）
　・特別支援連絡ノートを回覧したり，朝会で話
題にすることで，「私 1人ではなく，職員みんな
で支援児を見ている」という安心感から，いつで
も気軽に支援児について話すことができるように
なった。（藤枝・森田，2019 より）
・保育者同士が話し合うことや情報を共有するこ
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とが保育者の感情に良い影響を与え､ 働きやすさ
につながっている。（藤枝・森田，2019 より）
　・連絡ノートは交換日記のような役割も果たし
ていて，保育後にその日の支援児の様子や，私が
掛けた言葉かけ・動きに対してすぐに答えをもら
えることで，失敗を怖がることがなくなり，アド
バイスを元に自分から実践することが増えて保育
の幅が広がった気がする。（藤枝・森田，2019 よ
り）

観点 3「保護者との関係構築力の向上」
①　保護者との関係づくりにおいても役立った
　・支援児や保護者について，「困る人」ではな
く，「困っている人」であること，支援児や保護
者の言動や行動の背景や心理を学んだ。支援児や
保護者がなぜそのような行動をとるのかが明らか
になることにより，受け止められるようになり，
落ち着いて対応することができるようになった。
また，対応の仕方，支援の仕方を具体的に学ぶこ
とができた。（藤枝・森田・新井，2017 より）
②　保護者対応力の向上
　・保護者に対する認知が変化し，落ちついて受
容的に接することができるようになった。具体的
には，特別支援園内研修を通じて，保護者の言動
や行動の背景や心理を学んだこと，子どものそれ
までの育ちにも目を向けることができるように
なったこと，幼児，支援児，保護者に対して相手
の話をよく聞き，受けとめることの大切さを学ん
だ。（藤枝・森田・新井，2017 より）
　・支援児についての具体的なエピソード記録
と，支援の手立てについての記録を，継続して記
入していくことで，ノートを振り返った際に，支
援児の育ちが明確に分かり，保護者に育ちを伝え
る際にも役立っている。（藤枝・森田，2019 より）

観点 4「知識・技能の伝承」
①　先輩から後輩への知識・技能の伝承
　・特別支援園内研修でA園のベテラン教員が
使用している視覚教材が紹介され，先輩が使用し
ている教材の良さに気がつき，自分も参考にする
ようになった。（藤枝・森田・新井，2017 より）
②　紙面上でのスーパービジョン
　・副園長が特別支援連絡ノートを読み，コメン
トを入れ，当人にフィードバックをしてくれる。

自分の保育や個別支援に対して，副園長が不明な
ところや分からないところを問いかけることに
よって，より深く考察するようになった。良かっ
たところを指摘された場合には，自信につながっ
た。（藤枝・森田，2017 より）
　・特別支援連絡ノートを通じて，自分が感じた
こと，支援してどうだったかに対して副園長から
のアドバイスを受けられた。その際，｢〇〇のこ
とに対してあなたはどうしたらよかった？｣ と聞
かれることで私自身の考えも直接伝えるきっかけ
にもなった。（藤枝・森田，2019 より）

5．考　察

　本研究の目的は，H27 答申で示された「初任者
研修の改革」「継続的な研修の推進」という課題
に対して，藤枝・森田・新井（2017），藤枝・森
田（2017），藤枝・森田（2019）で得られた知見
を統合，再検討し，A園の初任者および若手教
員の育成のための研修成果と今後の課題を明らか
にすることであった。
　初任者および若手教員の研修への継続的な参加
に関しては，藤枝・森田・新井（2017）より，特
別支援園内研修が 2011 年度より毎年，年間 5回
実施されており，初任者や若手教員を含む全教員
が参加していることから，研修に継続的に参加す
る機会となっていることが明らかになった。ま
た，特別支援連絡ノートが，研修という枠組みで
はないものの，毎日の保育を振り返り，職員同士
が意見を交わしたり，情報交換する役割を担って
いることが明らかになった。深谷・朴（2018），
中橋・橋本（2016）が指摘しているように，幼稚
園によっては年々研修の実施回数が減少していた
り，一度も実施しない園もあるなどの現状を踏ま
えると，研修を確実にかつ継続的に実施するとい
う枠組みが設定されている意義は大きいといえ
る。
　以下，初任者および若手教員が研修に継続的に
参加することによって得た学びの観点ごとに考察
する。

観点 1「保育者の成長」
　初任者および若手教員は，特別支援園内研修お
よび特別支援連絡ノートを通じて，「自分の保育
を振り返り，次の保育に生かせるようになった」，
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「保育者が自分自身の肯定的な変容に気づくよう
になった」と述べていた。平松（2018）は，自分
の働きかけが良かったのか，その答えは一朝一夕
には見えてこない。ただ何となく子どもといるの
ではない，「発達の専門職」として，ふりかえり，
積み重ね，失敗し合いながら真理を追究していく
作業は，一人ではできないと述べている。研修の
なかで，自分の気持ちや考えを言葉にして発信し
たり，同僚から発せられた言葉を聞き，再度，自
分で考えるという過程を繰り返すことで，「次の
保育に生かす」「自らの肯定的な変化に気づく」
といった効果が生まれると言える，と指摘してい
る。自分一人では難しい作業だからこそ，同僚と
の議論が必要であり，その議論の場を生み出すも
のとして，特別支援園内研修および特別支援連絡
ノートが機能していると考えられる。
　従来から，保育の専門性を向上させるために
は，自分の実践を振り返る，省察が重要であり
（秋田，2000），振り返りは個人で行うことのみで
は十分でなく，園内研修や保育カンファレンスを
通した実践の振り返りにより保育者の専門性を高
め，保育の質を向上させる（秋田・佐川，2011）
と指摘されている。特別支援園内研修および特別
支援連絡ノートを通した議論と省察の場において
は，まさに，実際の保育の文脈に即した幼児の状
態の解釈や具体的な手立てである指導方法につい
て，アドバイスを受けることや見習う機会にもな
る。たとえば，高濱（2001）の研究では，先輩や
同僚保育者・研究仲間の助言を得るなど，他者か
ら視点を得ることは，2～4 年目の初心者にとっ
ては，保育者自身の認知的傾向に気づく機会や経
験となり，保育者として変化する有効なきっかけ
であることが明らかにされた。また，高濱（2001）
は，保育者として熟達するプロセスでは，保育者
は幼児の状態と自分の対応をシステムとして捉え
ることや，自分の行動を組織化することを学んで
おり，その対応は，一人ひとりの幼児の状態や幼
児集団の状況と切り離せないものであり，した
がって，文脈から分離された特定の指導方法ある
いはスキルの教授・訓練だけでは，保育者への援
助としては不十分であるとして，文脈に即した保
育者の教育の必要性に言及している。
　保育者の成長に関して，経験年数よりも省察の
方が重要であるともいわれている。上村・杉村

（2015）は 400 名以上の保育者を対象に，保育者
実践力尺度（木村・橋川，2008）と省察尺度（杉
村・朴・若林，2009）を用いて，実践力の認知と
保育経験および省察との関連を調査した。その結
果，これまでの指摘通り，経験の質を高めるもの
として省察，教育・保育実践に関する専門性の向
上に対する省察の重要性が裏付けられた。一般的
には，実践力を向上させるには，ある程度の期間
の経験が必要だと考えられる。しかし，実践力と
の関連は経験年数より省察の方が強かったことか
ら，経験年数の少ない若手保育者であっても省察
により，実践力を高めるられることが示唆された
のである。
　初任者および若手教員の「次の保育に生かす」，
「自らの肯定的な変化に気づく」といった変容は，
彼女らの保育者効力感（Preschool-Teacher-
Efficacy）の向上につながると考えられる。保育
者効力感は，「保育場面において子どもの発達に
望ましい変化をもたらすことができるであろう保
育的行為を取ることができる信念」と定義されて
いる（三木・桜井，1998）。Mizuochi（2015）は，
保育者の熟達化の観点から見ると，経験年数が増
えるにつれて保育者効力感は微増するものの，顕
著な有意差は見出されなかったと指摘している。
上村（2019）もまた，保育者の経験年数に応じて
必ずしも保育者効力感が向上するとは断言でき
ず，保育者自身の子どもの見方や感じ方などが保
育者自身の保育そのものに対する自信や手応え感
などへ影響を及ぼしていることが推測される，と
指摘している。つまり，保育者効力感が高まって
いく過程では，単に経験を積むだけでは不十分で
あり，実践と省察を交互に繰り返しながら実践力
を高め，それが保育者効力感へとつながると考え
られる。
　「保育観の広がり」では，結果の中で「幼児期
の発達課題や発達の連続性を意識して保育するよ
うになった」，「特別支援教育についての学びから
学級を育てるという学びへ視野が広がった。」，
「支援児の育ちを教師が実感できることにより，
支援児の努力していることや，育ってきているこ
とを学級の話題にあげ，友達からも認められる機
会を少しずつ取り入れられるようになってき
た。」，「特別支援対象児の好きなこと，場所，面
白いことを思いつくことを少しずつクラスに伝
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え，温かい雰囲気の学級づくりを行っている。」
といったことがあげられた。
　結果の記述からは，初任者および若手教員は，
目の前の問題にのみ目が向き，対応しようとする
という狭い視点から，少ない経験からの知識では
あっても発達の見通しや他の幼児との関係性の中
での理解や対応の必要性という新たな視点への気
づきが読み取れる。また，支援児への肯定的理解，
受容的かかわりを心がけるようになったことも窺
える。保育者の指導は，経験年数に伴って，意図
的・指示的なかかわりから見守り，支持する受容
的なかかわりへという，方向性を持った変化が見
られ（梶田・杉村・桐山・後藤・吉田，1988），
それだけに，受容的なかかわりは，保育者として
成長するために，大切な姿勢であるといえる。

観点 2「チーム力の向上」
　その内容は「情報共有」「共通理解の促進」で
あった。安全に子ども集団を保育する上で，また，
特別な支援を必要とする個々のニーズに応えるこ
とができる保育をする上で，職員間の情報共有や
共通理解は欠かせない。しかし，A園の課題と
して，教員同士が連携するための時間の確保が難
しいこと，その理由として，保育中の多忙さ，正
規雇用である担任教員と非常勤雇用である副担任
の勤務時間が異なることなどがあった。特別支援
連絡ノートは，この課題に対して，一つの解決策
となっていた。教師らはいつでも都合の良いとき
に，特別支援連絡ノートに書き込み，読み，回覧
することによって，情報共有と共通理解をするこ
とができたのである。そのことが，初任者および
若手教員が，気軽に相談できる，働きやすさ，主
体的によりよい保育を探求する姿勢へとつながっ
ていた。
　先行研究でも「情報共有」「共通理解の促進」
の効果が報告されている。たとえば，上村（2019）
は私立幼稚園の保育者 229 名を対象に，「保育者
を取り巻く背景要因」と「保育者の子ども理解」
などとの関連を調べるために質問紙調査を行い，
保育経験の乏しい初任保育者やミドルリーダー的
存在として園内で機能している若手保育者など
は，実践経験が乏しいからこそ，互いに情報を共
有し合いながら職場に馴染んだり，組織の一員と
して協働しながら園の雰囲気を共に創り上げたり

しており，それが，子ども理解へとつながってい
ると述べている。
　園内での情報共有と共通理解が，「気軽に相談
できる」，「働きやすさ」，「主体的によりよい保育
を探求する姿勢」につながっている点も極めて大
切である。なぜならば，小・中・高等学校の教師
と比べて，保育者の離職率は高く（文部科学省，
2015），その原因として保育者のストレスやバー
ンアウト現象などが指摘されているからである
（赤田，2010;	加藤・安藤，2015 など）。加えて，
今日では，保育者不足が深刻な社会問題となって
いる（神戸，2016）。保育を続けることが厳しい
といえる状況において，特別支援連絡ノートの利
用が，情報共有と共通理解を促し，それが，初任
者および若手保育者に働きやすさと安心感をもた
らしていた。安心感をもたらし，個々の力量と
チームとしての力量を高めていく。このように保
育者と保育者集団が成長するような園文化が醸成
されていくことの意義は大きいだろう。

観点 3「保護者との関係構築力の向上」
　一般的に，初任者および若手教員は社会経験に
ついて未熟な部分が多く，自身が保護者の立場を
経験していないこともあり，保護者理解や保護者
対応は，簡単ではないだろう。
　「保護者との関係構築力の向上」の内容は「保
護者理解の向上」と「保護者対応力の向上」で
あった。前者の具体的内容は「支援児や保護者に
ついて，『困る人』ではなく，『困っている人』で
あること，支援児や保護者の言動や行動の背景や
心理を学んだ。」「特別支援園内研修を通じて，保
護者の言動や行動の背景や心理を学んだ。」「幼児，
支援児，保護者に対して相手の話をよく聞き，受
けとめることの大切さを学んだ。」などであった。
初任者および若手教員の記述から，彼らの視点が
自分から相手へと移っていることが分かる。つま
り，彼女らが保護者に困っているうちは，自分自
身に視点を置いているのである。他方，保護者が
困っていることが分かった時点では，自分の視点
が相手の立場に移っているのである。つまり，保
護者に共感できるようになったのである。これが
可能となったのは，保護者の背景や気持ちにまで
思考が及ぶようになったからであろう。
　保護者の事情や家庭の状況は目には見えない
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が，保育者として，日頃の様子や会話から，ある
程度，推察する必要がある。その際に役立つのが，
特別支援園内研修や特別支援連絡ノートを介して
得た，外部講師や先輩保育者の意見やアドバイス
である。彼女らはそこで学んだことを実践してみ
る素直さや，「相手を理解したい」という意欲も
あり，それが成長につながったと考えられる。

観点 4「知識・技能の伝承」
　内容は「先輩から後輩への知識・技能の伝承」
と「紙面上でのスーパービジョン」であった。
　まず，「先輩から後輩への知識・技能の伝承」
であるが，初任者および若手教員は，特別支援園
内研修でA園のベテラン教員が使用している視
覚教材が紹介され，先輩が使用している教材の良
さに気がつき，自分も参考にするようになった，
と述べていた。この発言から，彼女らは､ ベテラ
ン教員と同じ教室で保育をしているものの，ベテ
ラン教員が視覚教材を使用していることに気づい
ていなかったと窺える。それほど，彼女らは，保
育中のゆとりが少ないのであろう。だからこそ，
子どもが降園した後の，落ち着いた時間と空間の
中で行われる特別支援園内研修の時間が重要とい
える。実際，彼女らは，視覚教材とその利点を知
り，自分の保育技術の一つに加えることができた
のである。
　保育中のゆとりの少なさの他に，初任者および
若手教員の立場では，保育のことで困っていると
きや聞きたいことがあったとしても，「こんなこ
とを聞くのは恥ずかしい」「忙しそうだから止や
めておこう」などと考え，先輩保育者に尋ねるこ
とを遠慮する可能性もある。この点では，先輩の
保育者側にも，同様に，遠慮が生まれている可能
性がある。先輩が後輩にアドバイスをしようかと
思った時に，「余計なことかもしれない」などの
遠慮の気持ちが多少なりとも浮かび，躊躇する可
能性がある。このように，両者が遠慮している状
況では，知識・技能の伝承の実現は難しい。先輩
保育者が当たり前のように用いている工夫や技術
は，初任者および若手教員にとっては，初めて目
にするものなのかもしれないからこそ，お互いに
遠慮すること無く，聞く，教えるという姿勢が必
要であろう。
　そのためには，挨拶やお礼を伝えるといった日

頃のコミュニケーションと研修の場の雰囲気が大
事であろう。研修の場の雰囲気については，保育
現場における連携のため保育カンファレンスにつ
いて，お互いのこころを開いて話し合えることが
不可欠である。対等な関係こそが連携を可能にす
る。連携とは，お互いの任務を尊重し合って，知
恵を出し合う関係である（滝口，2008）という指
摘が参考となる。話し合いは，先輩と後輩がお互
いに一定の気遣いをしつつも，対等に話し合える
職場の雰囲気のなかで，真に対話的に行われると
き，新たなアイデアを生み出していくものとな
る。知識・技能は，改めて価値づけや意味づけが
なされ，伝承されていくことが大切である。
　次に，「紙面上でのスーパービジョン」である
が，その効果は主として 2つあった。一つは「自
分の保育に関して，良い点を指摘してもらうこと
で，自信を持つことこと」であった。これは，先
に触れた，保育者効力感の獲得や早期離職の予防
として大きな意味がある。
　もう一つは，「副園長からの問いかけを受けて，
自分の保育を振り返り，思考する」ことである。
既に述べた通り，保育では振り返りが大切である
が，一人では何を振り返れば良いのか不明であた
り，曖昧であったりする可能性がある。しかし，
保育職のベテランの立場の保育者から，振り返る
べき点を示唆されることによって，振り返りの視
点が明確になり，その効果も高まる。なぜならば，
ベテラン保育者は，初任者や若手教員に気がつい
てほしいと願っている点や変化を期待する事柄に
ついて問いかけているはずだからある。
　初任者および若手保育者に限らずではあるが，
担任をしていれば，日々子どもと関わるなかで，
その子への思いや「こうなってほしい」という成
長への願いを抱く。時としては，「こうなって欲
しい」という思いが強くなったり，ある特定の視
点からの子ども理解に偏ることも起こりうる。だ
からこそ，先輩保育者から指摘を受けて，気づく
こともある。自分の保育を振り返り，思考する中
で，自分の考えの偏りに気がつくことができれ
ば，客観的でより広い視野で子どもを理解するこ
とにつながる。
　保育者が成長するためには，保育者自身が自ら
の保育を振り返って，問いかけるだけでは不十分
である。特別支援園内研修や特別支援連絡ノート
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を介して，同僚や先輩保育者から問いかけられた
り，議論を重ねることによって，保育者の成長が
促されるといえる。

6．おわりに

　中央教育審議会（2012）の答申のなかで，近年
の教員の大量退職，大量採用の影響等により，教
員の経験年数の均衡が顕著に崩れ始め，かつての
ように先輩教員から若手教員への知識・技能の伝
承をうまく図ることのできない状況があり，継続
的な研修を充実させていくための環境整備を図る
など，早急な対策が必要であるといった課題が指
摘された。
　幼稚園では，深谷・朴（2018）が指摘している
ように，法的な制約があり，初任者および若手教
員の研修は出張を伴わない園内研修が主となると
考えられる。こうした状況を踏まえて，北区では
講師が来園して行う特別支援園内研修の制度を設
けたのかもしれない。それによって，教員全員が
参加する研修を年間 5回，確保できているのであ
る。また，副園長が開発した特別支援連絡ノート
の導入によって，日々の気づきや学びが促されて
いることも明らかになった。年間の 5回の特別支
援園内研修を柱としつつ，特別支援連絡ノートを
利用することで，日々の研修の場を設けていると
いうA園の取り組みがこの課題への解決策の一
案を示すことができた意義は大きい。
　特別支援園内研修と特別支援連絡ノートから得
た学びの観点および内容項目を整理する作業過程
で，初任者および若手教員の視点と管理職である
副園長の視点が同一の方向性であったことが明ら
かになった。職員が同一の姿勢で保育に臨むこと
は，子どもは園全体で受け容れられることを感
じ，しだいに自分と周囲の人やものとの関わり合
いを深める（滝口，2008），ことへつながる。こ
れが実現できたのは，Ａ園の教師全員が特別支援
園内研に参加していること，および，園で一冊の
特別支援連絡ノートを介して教師全員が情報や気
づき，困ったこと，できたことなどを共有してい
るからであろう。
　本稿をもって，学び続ける教員像の確立を目指
した基礎研究は終了とする。課題は，A園とい
う特定の園だけを対象としたことである。特別支
援園内研修は北区の公立幼稚園のいずれでも実施

されているが，その内容は各園で異なる。特別支
援連絡ノートは，A園の副園長が独自に開発し
たものである。他園でも同様のノートが導入され
ているのか，あるいは，全く異なる試みがなされ
ているのかもしれない。初任者および若手教員は
どこの幼稚園でも増えている現状を考えると，多
様な研修のありかたの提案とその効果検証も必要
となる。こうした点が今後の課題である。
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